
(証券コード 2736)
2020年11月11日

株 主 各 位
東京都目黒区中目黒二丁目６番20号

フェスタリアホール
ディングス株式会社
代表取締役社長 貞 松 隆 弥

第57期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上
げます。
　本株主総会における新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、株主の皆様には、
株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権の行使を行っていた
だきますことをご推奨申し上げます。
　本年は会場も変更となっており、感染拡大防止への対応から、お越しいただいても
ご入場できない場合もございます。
　書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否のご表示をいただき、2020年
11月25日（水曜日）午後７時までに当社に到着するようご返送いただきたくお願い申
し上げます。

敬 具

記

1． 日 時 2020年11月26日（木曜日）午前10時30分
2． 場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番７号 新大宗ビル

フォーラムエイト ５階 509会議室
3． 目 的 事 項

報 告 事 項 (1) 第57期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

(2) 第57期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役４名選任の件

以 上

本株主総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承いた
だきますようお願い申し上げます。
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【第57期定時株主総会における新型コロナウイルス対策について】

　第57期定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け
た当社の対応について下記のとおりお知らせいたします。株主の皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

記

１．当社の対応について
　●株主総会の運営スタッフは、検温や体調を確認のうえ、マスクを着用してご対応

させていただきます。

２．株主様へのお願い
　●本株主総会にご来場される株主様におかれましては、当日のご自身の体調を十分

にご確認のうえ、くれぐれもご無理をなさいませんようお願いいたします。
　●議決権行使は、書面にて可能ですので、積極的なご利用をご願いいたします。

３．ご来場される株主様へのお願い
　●席の間隔を確保するため、会場の座席数が例年より大幅に減少いたします。満席

となった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることとなりますので、
予めご了承ください。

　●当日ご来場の株主様は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。なお、当日の受付開始は午前10時を予
定しております。

　●株主総会会場におきましては、マスクの常時ご着用、アルコール消毒液の使用に
ご協力をお願い申し上げます。

　●受付にて検温等をさせていただき、体温の高い株主様にはご入場をお断りする場
合がございます。また、体調不良と見受けられる方は、運営スタッフがお声掛け
させていただくことがございますので、予めご了承ください。

　●株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年より時間を短縮して
行う予定です。質疑応答につきましては、株主様お一人様１問とさせていただく
予定でございますので、予めご了承ください。

　今後の感染拡大の状況に応じまして、本株主総会の延期等、株主総会の運営に大き
な変更が生じる場合は、下記の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。

以上

【インターネットによる開示について】

１．本通知の添付書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別
注記表」につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、下記の当社
ウェブサイトに掲載しております。

２．本通知の「株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類」
に修正が生じた場合も、下記の当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載
させていただきます。

当社ウェブサイト https://www.festaria.jp/company/ir/
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（添付書類）
　

事 業 報 告

( 2019年９月１日から)2020年８月31日まで

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、2019年10月の消費税率引き上げに伴う

個人消費の落ち込みに加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内

外における経済活動が大きく制限され、景気は急速に悪化しました。緊急事態宣

言の発令後は新規感染者数が一時的に減少傾向となりましたが、2020年７月以降

は再び増加に転じるなど、終息時期の見通しが立っておらず、先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する宝飾業界におきましても、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により、商業施設の臨時休業や営業時間の短縮を余儀なくされるなど、

事業運営が大きく制限されたことに加え、インバウンド需要の消滅もあり、大変

厳しい事業環境となりました。

　このような環境のもと、当社グループは、2020年に創業100周年を迎えるにあ

たり、次の100年への歩みに繋げる節目の年と位置付け、持続的成長に向けた経

営基盤の強化に注力しました。

　その中核となる取り組みとして、成長ドライバーである主力商品“Wish upon

a star”の更なる競争優位性を確立すべく、2019年10月にダイヤモンド研究所を

設立し、高品質でさらに付加価値の高い商品の開発・提供に向けた取り組みを進

めました。また、2020年２月には、お客様の多様なニーズに即した販売施策への

対応を進めるべく、デジタルとリアルを融合したジュエリーブランド「Diaplus

produced by festaria（ディアプリュス）」を銀座三越店にオープンしました。

その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、３月下旬から段階的に臨

時休業や営業時間短縮を実施し、４月の緊急事態宣言の発令から解除された５月

下旬にかけては、ほぼ全店で休業を実施しました。さらに、催事企画等も相次い

で中止となるなど、営業活動が大きく制限されたため、当第３四半期連結会計期

間（３月～５月）の売上高は前年同期比49.0％減と大幅に減少しました。６月以

降は、お客様や従業員の安全・健康確保を最優先に、感染防止策を徹底した上

で、ほぼ全店で営業を再開しました。引き続きコロナ禍において外出を控える動

きがみられるなか、ＥＣ販売の強化やブライダル商品を中心にオンライン接客を

取り入れるなど、新たな生活様式における販売方法への取り組みを進めました。

７月以降は、感染者数が再拡大した影響もあり、リアル店舗における来客数の回
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復ペースが鈍化したことから、売上の落ち込みを最小限に抑えるべく、万全な感

染防止対策のもと、催事販売を一部再開しました。その結果、当第４四半期連結

会計期間（６月～８月）の売上高は前年同期比21.1％減となりました。

　そのような厳しい状況下、企業の存続と雇用の維持を最優先に、不要不急の支

出抑制、在庫の一部売却、政府支援策の最大活用、金融機関との関係強化による

追加ファイナンス等を実施しながら、手元流動性の確保に努め、全社一丸となっ

てこの難局を生き残るとともに、コロナ禍における新たな生活様式の下で、再

建・成長に向けた構造改革への取り組みを進めました。これらの一環として、新

型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業環境の著しい変化を踏まえ、固定資産及

びたな卸資産の収益性を検討した結果、当第４四半期連結会計期間において、固

定資産の減損等を中心に特別損失を567百万円計上しました。

　海外事業については、小売部門である台湾子会社の台灣貞松股份有限公司（日

本名：台湾貞松㈱）では、台湾政府の新型コロナウイルス感染防止対策が奏功

し、経済活動が概ね維持されていることもあり、売上高は増加したものの、積極

的な先行投資が影響し、営業損失が拡大しました。

　生産部門であるベトナム子会社D&Q JEWELLERY Co.,Ltd（日本名：ディーアン

ドキュー ジュエリー）では、日本国内での急激な需要の落ち込みや仕入の抑制

によりグループ全体の発注調整に伴う休業等を余儀なくされたため、稼働率が著

しく低下しました。なお、新型コロナウイルス感染症拡大によるサプライチェー

ンへの影響は現時点では軽微であり、日本国内での段階的な売上回復に伴い生産

本数も回復基調となっております。

　以上の結果、当期における連結業績は、売上高8,428百万円（前期比15.4％

減）、営業損失498百万円（前期営業利益145百万円）、経常損失555百万円（前期

経常利益94百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失806百万円（前期親会社株

主に帰属する当期純利益25百万円）となりました。

（2）今後の経営戦略および対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの世界的感染拡大により、

ヒトやモノの移動が制限されるなど、世界的な経済活動の停滞が続くなか、今後

も大規模な感染拡大の可能性が懸念されており、先行きは不透明な状況にありま

す。また、コロナがもたらした新しいライフスタイルの定着を背景に、価値観や

消費動向の変化が一層加速するものと思われます。

　このような中、当社グループは、「変わる→変える」をスローガンに、「売上主

義から利益主義」を次期の経営方針に掲げ、ROA（総資産利益率）の向上と利益

創出から成長投資への好循環サイクルの確立を目指し、事業を推進してまいりま

す。

　その一環として、商業施設等の集客力低下により、収益性の乏しい10店舗の退
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店を意思決定しており、店舗関連費用を中心とした固定費を削減するとともに、

人材マネジメントを強化し、１店舗・１スタッフ当りの生産性向上を図ります。

特にリアル店舗における来店客数の増加が見込めない状況を踏まえ、確実な需要

が見込めるブライダルやアニバーサリー施策の強化を図ると同時に、高まる消費

の二極化を見据え、価格ラインの引き上げや品揃えの見直しを行い、販売単価の

向上による売上・利益の確保に繋げてまいります。その基盤として、ダイヤモン

ド研究所の活動を基軸に高品質で付加価値の高い商品の開発・提供に注力し、主

力商品である“Wish upon a star”の価値訴求と併せて顧客価値を創造してまい

ります。

　また、本社改革にも着手し、テレワーク等の推進と並行して業務の仕組化、標

準化に向けた取り組みを進め、各業務でのさらなる生産性の向上を実現してまい

ります。さらに、物流機能を中心とした外注業務の見直しや本社管理部門の効率

化により、本社経費を削減するとともに、既存事業で安定的に利益を創出するこ

とで、フリー・キャッシュフローの改善を図ってまいります。

　これら既存事業で創出した利益やノウハウを資本として、アフターコロナ時代

にさらなる成長を遂げるためのデジタル戦略への投資を実行してまいります。

　中長期的には、リアル店舗を中心とするジュエリーの接客販売から、それをも

包括したデジタルコミュニティをベースに展開する新たなビジネスへの転換を志

向し、顧客中心主義でＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進すると

ともに、コミュニティ化とパーソナル化の両立を柱としたビジネスモデルの進化

と再構築に取り組んでまいります。

　それを支える土台作りとして、デジタル人材の確保と育成、ＣＲＭの高度化に

よる顧客データの整備、店舗人材によるＳＮＳ訴求やオンライン接客の強化、デ

ィアプリュスを基軸としたジュエリーのデジタルカスタマーサービスの拡充、店

舗オペレーションの再構築、ＥＣ基盤（商品、システム、物流、人材）の整備な

どを次期の優先課題として進めてまいります。

　海外事業については、グループ成長戦略の推進により拡大・多様化する事業領

域や役割の重要性に対応すべく、フェスタリアホールディングスによるマネジメ

ント体制を強化し、グループシナジーの最大化を目指してまいります。

　台湾子会社の台灣貞松股份有限公司（日本名：台湾貞松㈱）では、引き続きア

ジアマーケットの重要拠点として、ブランド力の向上を図るとともに、収益の改

善を目指してまいります。

　ベトナム子会社D&Q JEWELLERY Co．，Ltd（日本名：ディーアンドキュー ジュ

エリー）については、コロナ危機の教訓をもとに、自社ブランドのみならず、Ｏ

ＥＭ生産等を検討し、製造体制の見直しや生産合理化によるコスト競争力の向上

を進めてまいります。加えて、更なる品質向上や工程安定化を確保することで

SPA企業として最適な製造体制の確立を目指してまいります。
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　以上の方針により、次期（2021年８月期）の連結業績の見通しにつきまして

は、売上高9,200百万円、営業利益280百万円、経常利益240百万円、親会社株主

に帰属する当期純利益100百万円を見込んでおります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。　

　

（3）設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資の総額は172,716千円であります。その主なものは

店舗内建物付属設備および什器備品であります。

― 6 ―

　



（4）資金調達の状況

　当連結会計年度における資金調達状況につきましては、以下のとおりでありま

す。

金融機関からの借入金

短期借入金純減額 434百万円

長期借入金借入額 2,060百万円

長期借入金返済額 1,049百万円

（5）財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況
　

区分
第54期

(2017年８月期)
第55期

(2018年８月期)
第56期

(2019年８月期)

第57期
（当連結会計年度）

(2020年８月期)

売上高（千円） 9,578,658 9,695,741 9,962,114 8,428,324

経常利益又は経常損失
(△)（千円）

316,397 32,261 94,074 △555,760

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)（千円） 169,934 5,484 25,812 △806,620

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)（円） 150.94 4.72 21.98 △689.26

総資産（千円） 8,140,083 8,496,047 8,693,163 8,028,428

純資産（千円） 1,673,397 1,701,617 1,695,967 860,807

１株当たり純資産額（円） 1,423.53 1,417.37 1,405.93 698.51

(注) １.１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数に基づき、
１株当たり純資産額は期末発行済株式総数によりそれぞれ算出し、小数第２位未満は四捨五入
しております。なお、期中平均発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数
を控除して用いております。

　 ２.当社は、2018年3月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。1
株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び1株当たり純資産額については、第54期
の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。
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② 当社の財産および損益の状況
　

区分
第54期

(2017年８月期)
第55期

(2018年８月期)
第56期

(2019年８月期)

第57期
（当事業年度）
(2020年８月期)

売上高及び営業収益（千
円）

9,382,699 4,881,394 168,000 102,000

経常利益又は
経常損失(△)（千円）

178,558 △25,774 29,370 △47,445

当期純利益又は
当期純損失(△)（千円）

56,726 △4,845 34,961 △71,514

１株当たり当期純利益又
は1株当たり当期純損失
(△)（円）

5.04 △4.17 29.77 △61.11

総資産（千円） 7,939,174 1,794,734 1,785,591 1,678,347

純資産（千円） 1,508,852 1,536,475 1,555,850 1,446,183

１株当たり純資産額（円） 1,280.22 1,276.15 1,286.87 1,200.48

(注) １.１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当た
り純資産額は期末発行済株式総数によりそれぞれ算出し、小数第２位未満は四捨五入しており
ます。なお、期中平均発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数を控除し
て用いております。

　 ２.当社は、2018年3月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。1
株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び1株当たり純資産額については、第54期の期首に
当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

（6）重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
　

会社名 資本金 当社の出資割合 主要な事業内容

株 式 会 社 サ ダ マ ツ 10,000千円 100％ 宝飾品の販売

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.
百万ベトナムドン

100％
宝飾品の
製造加工16,084

台灣貞松股份有限公司
台湾元

100％ 宝飾品の販売
60,000,000

　(注)当連結会計年度末日において、特定完全子会社はありません。

（7）主要な事業内容（2020年８月31日現在）
当社グループは、当社および重要な子会社３社で構成されており、宝飾品（貴

金属類、宝石類、アクセサリー）の製造加工及び販売を主な事業の内容としてお
ります。
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（8）本社および店舗（2020年８月31日現在）

① 本社 東京都目黒区

　

② 営業店舗 96店舗

北 海 道 ２店舗 宮 城 県 ２店舗 福 島 県 １店舗

新 潟 県 １店舗 栃 木 県 １店舗 群 馬 県 １店舗

埼 玉 県 ７店舗 千 葉 県 ３店舗 神 奈 川 県 ７店舗

東 京 都 18店舗 静 岡 県 ３店舗 愛 知 県 ２店舗

京 都 府 ２店舗 大 阪 府 ６店舗 兵 庫 県 ３店舗

岡 山 県 １店舗 広 島 県 ２店舗 香 川 県 １店舗

福 岡 県 10店舗 佐 賀 県 ２店舗 大 分 県 ３店舗

長 崎 県 ２店舗 熊 本 県 ３店舗 宮 崎 県 １店舗

鹿 児 島 県 １店舗 沖 縄 県 ３店舗 海外(中華民国) ８店舗
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（9）従業員の状況（2020年８月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 （名） 前期末比増減（名）

571 ＋２

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数136名は含まれておりません。
2. 臨時雇用者にはパートタイマーおよびアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

② 当社の従業員の状況

　 当社は持株会社であり、業務を委託しているため、従業員はおりません。

（10）主要な借入先の状況（2020年８月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社 みずほ銀行 934,985
千円

株式会社 商工組合中央金庫 838,330

株式会社 三菱UFJ銀行 713,378

株式会社 埼玉りそな銀行 599,940

株式会社 福岡銀行 372,431

株式会社 親和銀行 321,651

株式会社 三井住友銀行 241,690

株式会社 十八銀行 203,240

株式会社 日本政策金融公庫 200,000

株式会社 千葉銀行 195,000

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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2. 会社の状況に関する事項
（1）株式に関する事項（2020年８月31日現在）

① 発行可能株式総数 3,012,000株

② 発行済株式の総数 1,192,100株（自己株式25,925株を含む)

③ 株主数 3,012名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率(％)

貞 松 隆 弥 236,630 20.29

貞 松 豊 三 139,845 11.99

有 限 会 社 隆 豊 56,000 4.80

BNYM AM AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 45,700 3.91

高 石 正 34,300 2.94

貞 翔 持 株 会 32,496 2.78

株 式 会 社 親 和 銀 行 18,000 1.54

株 式 会 社 十 八 銀 行 18,000 1.54

貞 松 佑 哉 15,700 1.34

貞 松 良 成 15,045 1.29

(注) 1. 上記のほか、自己株式25,925株があります。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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（2）新株予約権等に関する事項

① 当事業年度末に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権

等の内容の概要（2020年８月31日現在）
　

名 称 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

新株予約権の数（個） 34 47 49

区分及び人数

　当社取締役

　当社監査役

１名

１名

１名

１名

１名

１名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
3,400 4,700 4,900

新株予約権の払込金額（円） 51,501 58,062 55,250

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2009年10月１日から

2039年９月30日まで

2010年10月16日から

2040年10月15日まで

2011年10月18日から

2041年10月17日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格および

資本組入額（円）

発行価格 517

資本組入額 259

発行価格 582

資本組入額 291

発行価格 554

資本組入額 277

役員の保有状況

　当社取締役

　当社監査役

１名27個

１名７個

１名37個

１名10個

１名39個

１名10個
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名 称 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

新株予約権の数（個） 48 33 28

区分及び人数

　当社取締役

　当社監査役

１名

１名

２名

１名

２名

１名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
4,800 3,300 2,800

新株予約権の払込金額（円） 73,510 110,840 136,290

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2012年10月16日から

2042年10月15日まで

2013年10月12日から

2043年10月11日まで

2014年10月15日から

2044年10月14日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格および

資本組入額（円）

発行価格 737

資本組入額 369

発行価格 1,110

資本組入額 555

発行価格 1,364

資本組入額 682

役員の保有状況

　当社取締役

　（内、社外取締役）

　当社監査役

１名40個

１名８個

２名28個

（１名１個）

１名５個

２名24個

（１名２個）

１名４個
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名 称 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第12回新株予約権

新株予約権の数（個） 15 20 16

区分及び人数

　当社取締役

　当社監査役

２名

１名

２名

１名

３名

１名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
1,500 2,000 1,600

新株予約権の払込金額（円） 249,760 178,980 231,510

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2015年10月20日から

2045年10月19日まで

2016年10月18日から

2046年10月17日まで

2017年11月９日から

2047年11月８日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格および

資本組入額（円）

発行価格 2,499

資本組入額 1,250

発行価格 1,791

資本組入額 896

発行価格 2,317

資本組入額 1,159

役員の保有状況

　当社取締役

　（内、社外取締役）

　当社監査役

２名13個

（１名１個）

１名２個

２名17個

（１名１個）

１名３個

３名14個

（２名２個）

１名２個
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名 称 第13回新株予約権 第14回新株予約権

新株予約権の数（個） 25 36

区分及び人数

　当社取締役

　当社監査役

４名

１名

４名

１名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
2,500 3,600

新株予約権の払込金額（円） 197,487 141,782

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2018年10月16日から

2048年10月15日まで

2019年11月12日から

2049年11月11日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格および

資本組入額（円）

発行価格 1,976

資本組入額 988

発行価格 1,419

資本組入額 710

役員の保有状況

　当社取締役

　（内、社外取締役）

　当社監査役

４名22個

（２名２個）

１名３個

４名32個

（２名４個）

1名４個
(注) 第２回新株予約権の詳細な内容は、2009年９月14日の取締役会にて決定いたしました。

　第３回新株予約権の詳細な内容は、2010年９月22日の取締役会にて決定いたしました。
　第４回新株予約権の詳細な内容は、2011年９月20日の取締役会にて決定いたしました。
　第５回新株予約権の詳細な内容は、2012年９月18日の取締役会にて決定いたしました。
　第６回新株予約権の詳細な内容は、2013年９月17日の取締役会にて決定いたしました。
　第７回新株予約権の詳細な内容は、2014年９月16日の取締役会にて決定いたしました。
　第８回新株予約権の詳細な内容は、2015年９月14日の取締役会にて決定いたしました。
　第９回新株予約権の詳細な内容は、2016年９月13日の取締役会にて決定いたしました。
　第12回新株予約権の詳細な内容は、2017年10月13日の取締役会にて決定いたしました。
　第13回新株予約権の詳細な内容は、2018年９月18日の取締役会にて決定いたしました。
　第14回新株予約権の詳細な内容は、2019年10月16日の取締役会にて決定いたしました。
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② その他新株予約権等の内容の概要（2020年８月31日現在）

名 称 第10回新株予約権 第11回新株予約権

新株予約権の数（個） 841 254

区分及び人数

　当社取締役

　当社監査役

　当社従業員

３名

０名

205名

４名

０名

４名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
84,100 25,400

新株予約権の払込金額（円） 7,971 1,000

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり920円 １株当たり2,350円

新株予約権の行使期間
2018年12月１日から

2033年11月30日まで

2017年７月１日から

2027年６月30日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格および

資本組入額（円）

発行価格 1,000

資本組入額 500

発行価格 2,360

資本組入額 1,180

役員の保有状況

　当社取締役

　（内、社外取締役）

　当社監査役

３名506個

（０名０個）

０名０個

４名234個

（１名５個）

０名０個
(注) 第10回新株予約権の詳細な内容は、2016年12月７日の取締役会にて決定いたしました。
　 第11回新株予約権の詳細な内容は、2017年５月23日の取締役会にて決定いたしました。
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（3）会社役員に関する事項
① 取締役および監査役に関する事項（2020年８月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 貞 松 隆 弥

株式会社サダマツ 代表取締役、
有限会社隆豊 代表取締役、
維璦國際有限公司 代表取締役、
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd．代表取締役、
台灣貞松股份有限公司 取締役

取 締 役 姉 川 清 司 株式会社サダマツ 取締役

社 外 取 締 役 田 中 道 昭

株式会社日本ストラテジック・ファイナンス
総合研究所 代表取締役、
株式会社マージングポイント 代表取締役、
立教大学ビジネススクール（大学院ビジネス
デザイン研究科）教授

社 外 取 締 役 松 井 忠 三

株式会社松井オフィス 代表取締役社長、
株式会社アダストリア 社外取締役、
株式会社りそなホールディングス 社外取
締役、
株式会社ネクステージ 社外取締役、
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役

常 勤 監 査 役 中 尾 實 郎

社 外 監 査 役 田 中 恵 公認会計士（田中恵公認会計士事務所代表）

社 外 監 査 役 中 川 義 宏
弁護士（弁護士法人 下山法律事務所パート
ナー）

(注) 1. 当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。
2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役三羽正人氏は、任期満了によ
り退任いたしました。
2019年11月27日開催の定時株主総会において、中川義宏氏は、新たに監査役に選任され就任
いたしました。

2. 監査役田中恵氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

3. 取締役松井忠三氏および監査役田中恵氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として、同取引所に届け出ております。

　

― 17 ―

　



② 取締役および監査役の報酬等の総額
　

人 数 報 酬 等 の 額 摘 要

取 締 役 ４名 29,900千円 (うち社外２名6,900千円)

監 査 役 ４名 11,800千円 (うち社外３名4,200千円)

合 計 ８名 41,700千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、1999年10月23日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内
と決議しております。

2. 監査役の報酬限度額は、1999年10月23日開催の臨時株主総会において年額36,000千円以内と
決議しております。

3. 2008年11月26日開催の第45期定時株主総会において、取締役および監査役の報酬額とは別枠
で、ストックオプションによる報酬等の額を年額35,000千円以内で付与することにつき決議
しております。

4. 上記報酬等の額には、2019年10月16日の取締役会決議により、第14回ストックオプションと
して取締役４名に付与した新株予約権4,537千円および監査役１名に付与した新株予約権567
千円が含まれております。

5. 上記報酬等の額のほか、退任監査役１名に対して役員退職慰労金2,400千円を支給しており
ます。

③ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と他の法人等との関係

氏 名 兼 職 状 況

取 締 役 田 中 道 昭

株式会社日本ストラテジック・ファイナン
ス総合研究所 代表取締役、
株式会社マージングポイント 代表取締役、
立教大学ビジネススクール（大学院ビジネ
スデザイン研究科）教授

取 締 役 松 井 忠 三

株式会社松井オフィス 代表取締役社長、
株式会社アダストリア 社外取締役、
株式会社りそなホールディングス 社外取
締役、
株式会社ネクステージ 社外取締役、
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役

監 査 役 田 中 恵 田中恵公認会計士事務所代表

監 査 役 中 川 義 宏 弁護士法人 下山法律事務所パートナー

(注) 1. 当社と株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所および株式会社マージングポ
イントならびに立教大学ビジネススクールとの間に重要な取引関係はありません。

2. 当社と株式会社松井オフィス、株式会社アダストリア、株式会社りそなホールディングス、
株式会社ネクステージならびに株式会社エヌ・シー・エヌとの間には重要な取引関係はあり
ません。

3. 当社と田中恵公認会計士事務所との間には重要な取引関係はありません。
4. 当社と下山法律事務所事務所との間には重要な取引関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動の状況

氏 名 出席・発言状況

取 締 役 田 中 道 昭

当事業年度に開催された取締役会の92％に
出席し、主にコンサルタント会社代表取締
役として経営全般にわたる豊富な経験と幅
広い知見を活かし、客観的な立場から取締
役会の意思決定の適正性を確保するための
助言、意見を述べております。

取 締 役 松 井 忠 三

当事業年度に開催された取締役会の100％
に出席し、主に大手小売業の経営者として
全ての領域に亘って経営全般にわたる豊富
な経験と幅広い知見を活かし、客観的な立
場から取締役会の意思決定の適正性を確保
するための助言、意見を述べております。

監 査 役 田 中 恵

当事業年度に開催された取締役会の100％、
監査役会の100％に出席し、業務遂行を行
う経営陣から独立した客観的視点で、公認
会計士の知見に基づき、議案、報告事項に
ついて適宜質問、助言、意見を述べており
ます。

監 査 役 中 川 義 宏

当事業年度に開催された取締役会の100％、
監査役会の100％に出席し、業務遂行を行
う経営陣から独立した客観的視点で、弁護
士として専門的な見地から議案、報告事項
について適宜質問、助言、意見を述べてお
ります。

(注) 監査役の中川義宏氏につきましては、2019年11月27日就任後の状況を記載しております。
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（4）会計監査人の状況

① 名称

　ＵＨＹ東京監査法人

② 報酬等の額

イ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円

ロ．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
　 財産上の利益の合計額 16,800千円

　

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況などが適切で

あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について

同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合に会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決

定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該

当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

― 20 ―

　



3. 会社の体制および方針
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制

当社は、以下の「経営理念」、「社是」、「社訓」を制定し、取締役以下全社員を

対象とし、これを経営の基本とする。

「経営理念」

ジュエリーに愛と夢を込めて 「ビジュー・ド・ファミーユ」

豊かな気持ち、かけがえのない想い出、ずっと持ち続けていたい夢

私達の使命は、大切なあなたに、ジュエリーとともに愛と夢をお届けしていくことです。

「社是」

お店はお客様の為にあり、社員、株主と共に栄える。

「社訓」

私達は仕事を通じてお客様の暮らしのお役に立ちます。

私達は仕事を通じて幸福集団を築きます。

私達は仕事を通じて地域社会に貢献します。

① 内部統制システム構築の基本方針

代表取締役は、自らの責任のもと内部統制システムを整備・運用・維持し、

その指揮命令のもと業務の有効性と効率性を確保する。

② 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

取締役および使用人は、上記「経営理念」、「社是」、「社訓」を基本とし、法

令、定款はもとより、諸規程に則り行動するものとする。

また、これに適合しているかを監督するために内部監査室を設置し、業務の

有効性と効率性を確保するとともに法令・定款・社内規程に抵触していないか

どうかを監査する。また、内部統制システムの運用状況を監査し、監査役と連

動して、コンプライアンスの維持に努めるものとする。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行、意思決定に係る情報を文書により保存し、これら文書

を別に定める文書管理規程、文書保存年限一覧表に定める期間中、厳正に保

存・管理するものとする。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時

これらの文書等を閲覧できるものとする。

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務に付随して起こりうる定性的リスクおよび偶発的リスクをリストアップ

し、リスクへの対応策の策定および実施を各事業部門ならびに子会社に徹底す

る。
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また、重大なリスクが発生した場合は、代表取締役の指揮のもと対策本部を

設置し、迅速、的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整える。

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は毎月１回のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定

められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役および

業務執行取締役の業務執行状況を逐次監督する。

当社は、取締役会のほか、経営環境の変化に柔軟に対応するために「経営会

議」を設置し、取締役会に業務の執行状況を具体的且つ迅速に上程できるよう

にする。

代表取締役は、中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門目標に対

し業務を執行し、各業務執行取締役は、経営計画に基づいて各部門が実施すべ

き具体的な施策および業務を遂行する。代表取締役および業務執行取締役は、

その遂行状況を取締役会および経営会議において定期的に報告し、施策および

効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていくとともに

その業務執行を互いに監督する。

⑥ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者と常

日頃から連携を持ち、当該経営者もしくはその委託者は毎月１回の定例取締役

会に参加し、子会社を含む企業集団としての経営について協議するほか、子会

社の取締役に親会社から最低１名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿っ

て適正に運営されていることを確認する体制とする。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項および取締役会からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合は、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を

補助する使用人を置くものとする。なお、その際当該使用人への指揮命令権は

監査役に移管されたものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制

監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席し、取

締役および使用人から、重要事項の報告を受けるものとする。そのため取締役

および使用人は、重要な会議開催の日程を監査役に連絡し、出席を依頼するも

のとする。

また、内部監査室は、監査役と連動して、コンプライアンスの維持に努める

ものとする。
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⑨ その他監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役および使用人から、上記のとおり、重要事項について

適宜報告を受け、取締役および取締役会を監督するとともに、稟議書類等業務

執行に係る重要な文書を閲覧し、調査を必要とする場合には各所管長に有効に

監査等を行えるよう便宜を図ることを要請する。

また、各監査役は「監査役会規程」に基づく独任性とその権限により、監査

を行うとともに、監査役会を必要に応じて招集し、内部監査室および会計監査

人と緊密な連携を保ちながら監査役監査の実効性を確保する。

当社の監査役は、３名（内２名は社外監査役）である。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下

のとおりです。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

文書管理規程に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係

る文書または電磁的記録文書を記録し保管しました。

② 損失の危機の管理

各事業部門から経営上のリスクに関する報告および協議が行われ、その管理

状況を確認いたしました。

③ 取締役および使用人の職務の執行の法令および定款への適合性および効率性

の確保

取締役会(臨時取締役会を含む)を13回開催し、重要事項の報告により、業務

執行および取締役の職務執行を監督いたしました。

④ 監査役がその職務を補助する使用人の取締役からの独立性の確保

監査役の職務の補助に当たった業務関連部署の使用人の当該補助業務遂行時

における、取締役からの独立性に対する疑義の指摘は、使用人、監査役のいず

れからもありませんでした。

⑤ 取締役および使用人から監査役への報告

監査役に報告すべき事項の報告を行った取締役および使用人が、当該報告を

したことを理由として不利な取り扱いを受けた事例は認められませんでした。

⑥ その他監査役の監査に関する実効性の確保

監査役は、内部監査室と連携してコンプライアンスの維持に努めております。

また監査役は、会計監査人と四半期ごとに監査上の重要課題等について情報交

換を行いました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注）1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2020 年 ８ 月 31 日 現 在 )

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 及 び 装 置

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,056,127

950,566

828,628

3,035,487

1,087,131

155,396

△1,082

1,972,300

529,386

301,942

21,707

44,138

30,000

131,597

108,746

1,334,167

81,678

510,702

606,130

142,286

△6,630

流 動 負 債 4,231,482

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 401,675

短 期 借 入 金 1,880,000

1年内返済予定の長期借入金 773,789

未 払 金 及 び 未 払 費 用 561,815

前 受 金 312,507

リ ー ス 債 務 101,922

賞 与 引 当 金 98,864

未 払 法 人 税 等 10,651

そ の 他 90,256

固 定 負 債 2,936,138

長 期 借 入 金 2,349,641

退 職 給 付 に 係 る 負 債 275,833

リ ー ス 債 務 131,397

そ の 他 179,266

負 債 合 計 7,167,621

純 資 産 の 部

株 主 資 本 842,887

資 本 金 802,134

資 本 剰 余 金 609,443

利 益 剰 余 金 △534,583

自 己 株 式 △34,106

その他の包括利益累計額 △28,298

その他有価証券評価差額金 △247

為 替 換 算 調 整 勘 定 △26,653

退職給付に係る調整累計額 △1,397

新 株 予 約 権 46,218

純 資 産 合 計 860,807

資 産 合 計 8,028,428 負債及び純資産合計 8,028,428

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(2019年９月１日から2020年８月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,428,324

売 上 原 価 3,282,918

売 上 総 利 益 5,145,406

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,643,739

営 業 損 失 △498,332

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,556

為 替 差 益 20,926

そ の 他 15,156 37,638

営 業 外 費 用

支 払 利 息 52,934

支 払 手 数 料 23,049

そ の 他 19,082 95,066

経 常 損 失 △555,760

特 別 利 益

補 助 金 収 入 155,748

受 取 補 償 金 10,765

そ の 他 81 166,595

特 別 損 失

臨 時 休 業 に よ る 損 失 158,157

固 定 資 産 除 却 損 81,267

商 品 評 価 損 191,486

減 損 損 失

そ の 他

295,647

5,453 732,012

税金等調整前当期純損失 △1,121,177

法人税、住民税及び事業税 16,104

法 人 税 等 調 整 額 △330,661 △314,557

当 期 純 損 失 △806,620

親会社株主に帰属する当期純損失 △806,620

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(2019年９月１日から2020年８月31日まで)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 801,484 608,793 295,574 △13,620 1,692,231 89 △37,075 △588 △37,574 41,310 1,695,967

連結会計年度中の
変動額

新株の発行 649 649 　 　 1,299 　 　 　 　 　 1,299

剰余金の配当 　 　 △23,538 　 △23,538 　 　 　 　 　 △23,538

親会社株主に帰属
する当期純損失

　 　△806,620 　△806,620 　 　 　 　 　△806,620

自己株式の取得 △20,485 △20,485 △20,485

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額）

　 　 　 　 　 △336 10,421 △809 9,275 4,908 14,184

連結会計年度中の
変動額合計

649 649△830,158 △20,485△849,344 △336 10,421 △809 9,275 4,908△835,160

当期末残高 802,134 609,443△534,583 △34,106 842,887 △247 △26,653 △1,397 △28,298 46,218 860,807

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2020 年 ８ 月 31 日 現 在 )

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

781,772

134,861

571,593

66,305

9,013

896,574

30,000

30,000

6,263

860,310

81,678

366,644

35,499

175,712

139,375

61,400

流 動 負 債 26,489

未 払 金 13,029

未 払 法 人 税 等 8,639

未 払 費 用 2,567

預 り 金 2,004

そ の 他 248

固 定 負 債 205,674

退 職 給 付 引 当 金 205,674

負 債 合 計 232,163

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,400,211

資 本 金 802,134

資 本 剰 余 金 609,443

資 本 準 備 金 609,443

利 益 剰 余 金 22,740

利 益 準 備 金 8,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 14,740

繰 越 利 益 剰 余 金 14,740

自 己 株 式 △34,106

評価・換算差額等 △247

その他有価証券評価差額金 △247

新 株 予 約 権 46,218

純 資 産 合 計 1,446,183

資 産 合 計 1,678,347 負債及び純資産合計 1,678,347

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(2019年９月１日から2020年８月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 102,000

営 業 費 用 155,085

営 業 損 失 △53,085

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,920

受 取 配 当 金 67

補 助 金 収 入 2,000

そ の 他 214 8,201

営 業 外 費 用

支 払 利 息 596

為 替 差 損 1,964

そ の 他 0 2,561

経 常 損 失 △47,445

特 別 損 失

減 損 損 失 60,478 60,478

税 引 前 当 期 純 損 失 △107,924

法人税、住民税及び事業税 950

法 人 税 等 調 整 額 △37,359 △36,409

当 期 純 損 失 △71,514

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(2019年９月１日から2020年８月31日まで)

(単位：千円)

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 801,484 608,793 608,793 8,000 109,793 117,793 △13,620 1,514,450

事業年度中の変動額

新株の発行 649 649 649 　 　 　 　 1,299

剰余金の配当 　 　 　 　 △23,538 △23,538 　 △23,538

当期純損失 　 　 　 　 △71,514 △71,514 　 △71,514

自己株式の取得 △20,485 △20,485

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 649 649 649 － △95,053 △95,053 △20,485 △114,239

当期末残高 802,134 609,443 609,443 8,000 14,740 22,740 △34,106 1,400,211

評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 89 89 41,310 1,555,850

事業年度中の変動額

新株の発行 　 　 　 1,299

剰余金の配当 　 　 　 △23,538

当期純損失 　 　 　 △71,514

自己株式の取得 △20,485

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△336 △336 4,908 4,571

事業年度中の変動額合計 △336 △336 4,908 △109,667

当期末残高 △247 △247 46,218 1,446,183

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

フェスタリアホールディングス株式会社

　取締役会 御中

ＵＨＹ東京監査法人

東京都品川区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鹿 目 達 也 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 片 岡 嘉 徳 ㊞

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フェスタリアホール

ディングス株式会社の2019年９月１日から2020年８月31日までの連結会計年

度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、フェスタリアホールディングス株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算

書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

フェスタリアホールディングス株式会社

　取締役会 御中

ＵＨＹ東京監査法人

東京都品川区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鹿 目 達 也 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 片 岡 嘉 徳 ㊞

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フェスタリア

ホールディングス株式会社の2019年９月１日から2020年８月31日までの第57

期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類

等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国

における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

― 33 ―

　



計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2019年９月１日から2020年８月31日までの第57期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取

締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成

17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。

　 また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2020年10月29日

フェスタリアホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 中 尾 實 郎 ㊞

監 査 役（社外） 田 中 恵 ㊞

監 査 役（社外） 中 川 義 宏 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

　議案 取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１ 貞
さだ

　松
まつ

　隆
たか

　弥
や

(1961年12月22日生)

1986年10月 当社営業部長

236,630株

1988年11月 当社専務取締役
1997年７月 有限会社隆豊代表取締役（現任）
2000年11月 当社代表取締役社長（現任）
2005年11月 維璦國際有限公司代表取締役（現任）
2006年５月 D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役（現任）
2011年１月
2017年10月

台灣貞松股份有限公司取締役（現任）

サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社

サダマツ）代表取締役（現任）

２ 姉
あね

　川
がわ

　清
きよ

　司
し

(1961年11月７日生)

2006年９月 当社入社 総務部

1,700株

2007年４月 当社人事総務部課長

2008年３月 当社管理部人事総務グループ次長

2010年９月 当社管理部人事総務グループ部長

2013年９月 当社管理部長

2014年11月

2017年11月

2018年３月

当社執行役員管理部長

当社取締役（現任）

サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社

サダマツ）取締役（現任）

３ 田
た

　中
なか

　道
みち

　昭
あき

(1964年12月13日生)

1987年４月 株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀
行)入行

－株

1997年６月 シカゴ大学MBA取得

1998年３月 シティバンク入行

2000年１月 バンクオブアメリカ証券会社入社

2002年５月 ABNアムロ証券会社入社

2003年８月 株式会社日本ストラテジック・ファイナン
ス総合研究所 代表取締役（現任）

2006年６月 株式会社マージングポイント 代表取締役（現任）

2013年５月 当社社外取締役（現任）

2015年４月 立教大学ビジネススクール(大学院ビジネ
スデザイン研究科)教授（現任）
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

４ 松
まつ

　井
い

　忠
ただ

　三
みつ

(1949年５月13日生)

1973年６月 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

2,000株

1993年５月 株式会社良品計画取締役

1999年５月 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長

2000年５月 ムジ・ネット株式会社（現 株式会社

MUJIHOUSE)代表取締役社長

2001年１月 株式会社良品計画代表取締役社長

2001年４月 ムジ・ネット株式会社（現 株式会社

MUJIHOUSE）取締役

2002年２月 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員

2008年２月 同社代表取締役会長兼執行役員

2009年５月 ムジ・ネット株式会社（現 株式会社

MUJIHOUSE）代表取締役社長

2010年４月 株式会社T&T（現 株式会社松井オフィス）

代表取締役社長（現任）

2013年６月 株式会社りそな銀行社外取締役

2013年９月 株式会社アダストリアホールディングス

（現 株式会社アダストリア）社外取締役（現任）

2014年６月 株式会社りそなホールディングス社外取締役（現任）

2014年６月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

2015年５月 株式会社ネクステージ社外取締役（現任）

2016年６月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役（現任）

2016年11月 当社社外取締役（現任）
(注) 1. 田中道昭氏および松井忠三氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、松井忠三氏

を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同
氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

2. 当社は、田中道昭氏が代表取締役を務める株式会社マージングポイントおよび株式会社日本
ストラテジック・ファイナンス総合研究所に対して、コンサルタント報酬を支払った実績が
あり、今後も報酬を支払う可能性があります。また、当社は、松井忠三氏が代表取締役を務
める株式会社松井オフィスに対して、過去２年間にコンサルタント報酬を支払った実績があ
り、今後も報酬を支払う可能性があります。

3. 社外取締役候補者の選任理由は、以下のとおりであります。
① 田中道昭氏を社外取締役候補者とした理由は、MBA（経営学修士）の資格を有するととも

に、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な経験と幅広い
知見を有しており、当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくこと
ができると判断したからであります。

② 松井忠三氏を社外取締役候補者とした理由は、大手小売業の経営者として商品開発・販
売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や見
識を有しており、当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことが
できると判断したからであります。

4. 田中道昭氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって７年６ヶ月となります。松
井忠三氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

5. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上
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首
都
高
速
３
号
線

ＴＯＨＯシネマズ
渋谷

西武Ａ館

西武Ｂ館

東急
本店

新大宗ビル

ＦＯＲＵＭ８

至 246

Ｐ

玉
川
通
り
246

文
化

村
通

り109

道
玄
坂

ハチ公像

JR山手線至新宿

渋谷駅ハチ公口

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番７号

新大宗ビル フォーラムエイト

５階 509会議室

電話（03）3780－0008（代表）

【交通のご案内】

　東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／東京メトロ副都心線／東急東横線／

　東急田園都市線／京王井の頭線／JR山手線／JR埼京線

　「渋谷駅」より徒歩５分

※本株主総会より、お土産は取りやめとさせていただきます。また、株主総会終了後

の株主懇談会は実施いたしませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上

げます。

　


